
二輪車・原付の交通事故を防ぐには、利用の実態に応じ、関係団体等と連携しつつ、運転の実
技を含む安全指導及び交通ルールの徹底を図ることが大切です。 

また、二輪車・原付利用者のみならず全ての道路利用者が、二輪車・原付の特性、事故実態等
についての理解を深め、交通安全意識を高めることが大切です。 

家家庭庭 
ア 二輪車・原付を利用する際は、乗車用ヘルメットのあごひもをしっかり締めるとともに、 

二輪車用プロテクター・エアバッグジャケット等の着用を徹底する。 
イ 二輪車・原付を利用する際は、信号を守る、一時停止する、カーブ手間で

減速するなど交通ルールを守るように話し合う。 
ウ 二輪車・原付が他者から見落とされることのないよう、薄暮時から夜間に

おいて、早めのライト・オン、反射材を利用したウェア、ヘルメットの着用
の推進等により、被視認性の向上について話し合う。 

エ 定期的に点検整備を受ける。 
学学校校・・地地域域・・販販売売店店等等 

ア 二輪車・原付の安全利用に関するキャンペーンを開催するなど、広報啓発活動を進める。  
イ 学校や地域、販売店等が連携し、実践的な交通安全教室を開催する。
ウ 交通安全教室等において、二輪車・原付の特性、事故実態等についての理解を深め、交通 

安全意識を高める。
エ 二輪車は、交差点を通過する際、対向車線に右折車両がいたら、右折車両の動静を確認す

ることを呼び掛ける。

年７月１日に道路交通法が一部改正され、電動キックボード等のうち一定の基準に該当す
るものが、「特定小型原動機付自転車」と定められ、新たな交通ルールが適用されました。 

特定小型原動機付自転車を利用される前に、決められたルールをしっかりと確認して、安全に
利用することが交通事故防止につながります。 

家家庭庭 
ア 特定小型原動機付自転車を購入する際は、保安基準に適合する車体か確かめる。  
イ 特定小型原動機付自転車を利用する際は、信号を守る、一時停止する等交通ルールを守る

よう話し合う。 
ウ 歳未満の者には、買わない、乗せない、貸し与えないことを徹底する。
エ 特定小型原動機付自転車は、ヘルメットの着用に努める。
オ 特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険・共済に加入（義務）するとともに、

事故による多額の賠償や自身の傷害に備えて任意保険にも加入する。 
カ 定期的に点検整備を受ける。 

学学校校・・地地域域・・販販売売店店等等 
ア 特定小型原動機付自転車の安全利用に関するキャンペーンを開催するなど、広報啓発活動

を進める。
イ 学校や地域、販売店等が連携し、実践的な交通安全教室を開催する。
ウ 交通安全教室等において、特定小型原動機付自転車の特性、事故実態等についての理解を

深め、交通安全意識を高める。

特特定定小小型型原原動動機機付付自自転転車車利利用用者者 
 

二二輪輪車車・・原原付付利利用用者者 
 

様式１

春春 秋秋 全全国国交交通通安安全全運運動動（（「「交交通通事事故故死死ゼゼロロをを目目指指すす日日」」をを含含むむ））
実実施施計計画画書書

夏夏 年年末末 交交通通安安全全県県民民運運動動

実施機関・団体、

市町村名

※テレビ、ラジオ、新聞等マスコミ、ＳＮＳ等による広報を予定している場合や、イベント等に著名人の出席
が予定されている場合は、その概要や氏名、職等を「施策・行事名、内容等」欄に記載してください。

※活動内容を、①イベント・パレード、②交通安全教育、③街頭指導・立哨活動、④交通事故被害者等の視点に
配慮した施策、⑤その他（啓発品配布を含む）、に分類し、その番号を「活動内容番号」欄に記載してくださ
い。 重複している場合は、該当する番号をすべて記載してください。

※市町村につきましては、市町村が主体となって実施するキャンペーンや啓発活動があれば、色塗りしていた
だくなど、わかるようにしてください。
（㊟市町村が主体とは、主催者が複数記載されているもののうち、市町村が企画・運営しているものです。）

日 時
ゼロを

目指す日
活動内容 施策・行事名、内容等 主催者 場 所

参加予定
人数

【例】

□月□日

（□）

○ ③

⑤

自転車交通安全啓発キャンペーン

自転車利用者に対して、啓発品を配布しな

がら、安全利用を呼び掛ける。

□□市交通安全

協議会

□□駅前 人
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様式２

春春 秋秋 全全国国交交通通安安全全運運動動（（「「交交通通事事故故死死ゼゼロロをを目目指指すす日日」」をを含含むむ））
実実施施報報告告書書

夏夏 年年末末 交交通通安安全全県県民民運運動動

実施機関・団体、

市町村名

○記載上の注意事項

１ 「評価」欄：効果が特に上がったと思われるものに◎印を，効果的だったものに○印、見直し・改善を要
するものに△を付してください。

２ テレビ、ラジオ、新聞等マスコミ、ＳＮＳ等による広報を実施した場合や取材を受けた場合、イベント等
に著名人が出席した場合は、その概要や氏名、職等を「施策・行事名、内容等」欄に記載してください。

３ 活動内容を、①イベント・パレード、②交通安全教育、③街頭指導・立哨活動、④交通事故被害者等の視
点に配慮した施策、⑤その他（啓発品配布を含む）、に分類し、その番号を「活動内容番号」欄に記載して
ください。 重複している場合は、該当する番号をすべて記載してください。

※市町村につきましては、市町村が主体となって実施したキャンペーンや啓発活動があれば、色塗りしていた
だくなど、わかるようにしてください。
（㊟市町村が主体とは、主催者が複数記載されているもののうち、市町村が企画・運営しているものです。）

評価 日 時
ゼロを

目指す日
活動内容 施策・行事名、内容等 主催者 実施場所 参加者数
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様式２

春春 秋秋 全全国国交交通通安安全全運運動動（（「「交交通通事事故故死死ゼゼロロをを目目指指すす日日」」をを含含むむ））
実実施施報報告告書書

夏夏 年年末末 交交通通安安全全県県民民運運動動

実施機関・団体、

市町村名

○記載上の注意事項

１ 「評価」欄：効果が特に上がったと思われるものに◎印を，効果的だったものに○印、見直し・改善を要
するものに△を付してください。

２ テレビ、ラジオ、新聞等マスコミ、ＳＮＳ等による広報を実施した場合や取材を受けた場合、イベント等
に著名人が出席した場合は、その概要や氏名、職等を「施策・行事名、内容等」欄に記載してください。

３ 活動内容を、①イベント・パレード、②交通安全教育、③街頭指導・立哨活動、④交通事故被害者等の視
点に配慮した施策、⑤その他（啓発品配布を含む）、に分類し、その番号を「活動内容番号」欄に記載して
ください。 重複している場合は、該当する番号をすべて記載してください。

※市町村につきましては、市町村が主体となって実施したキャンペーンや啓発活動があれば、色塗りしていた
だくなど、わかるようにしてください。
（㊟市町村が主体とは、主催者が複数記載されているもののうち、市町村が企画・運営しているものです。）

評価 日 時
ゼロを

目指す日
活動内容 施策・行事名、内容等 主催者 実施場所 参加者数

市町村名

○記載上の注意事項
対象：市区町村が本運動期間中に主催又は協力して実施したもの

「児童福祉関係施設」欄：知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、児童館等

「老人福祉関係施設」欄：養護老人ホーム、老人福祉センター等
　

　施設・団体等の種別
区域内の施設・
団体等の実数 Ａ

実施した施設・
団体等の数　Ｂ

参加人員
（人）

実施率(％）
Ｂ／Ａ

保育所

認定こども園

幼稚園

小学校

中学校

高等学校

大学

専門学校

特別支援学校

社会教育関係施設

児童福祉関係施設

老人福祉関係施設

小　　計

様式３         

社
会
教
育
関
係
施
設
等

交交通通安安全全教教育育のの実実施施状状況況

　
　
　
　
学
　
校
　
等

合　　計

その他（　　　　　　）

合　　　計

総　　　計

「社会教育関係施設」欄：公民館、図書館、少年自然の家、児童文化ｾﾝﾀｰ、社会教育センター等
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市町村名

○記載上の注意事項
「交通指導員」：行政機関から任命又は委嘱を受け交通の安全を目的とする広報啓発活動、該当指導等に

                従事している者について記載してください。

「現員」欄：本運動実施時における人数を記載してください。民間ボランティアについては、可能な限り

　　　　　　実際にボランティアとして活動している会員等の人数を記載してください。

　　　　　　例えば、会員として氏名を連ねているだけ、受動的に会費を支払っているだけの方などは、

　　　　　　可能な限り除外してください。

①イベント・
パレード

②交通安全
教育

③街頭指導
④交通事故
被害者に

配慮した施策
⑤その他

市・区・町・村

市町村教育委員会

県警察

その他（　　　）

合　　　計

交通安全協会

交通安全母の会

幼児クラブ

交通少年団

交通安全推進委員

その他（　　　）

合　　　計

※
※
※

○ポスター　：

○チラシ　　：

○その他　　：

※

記載してください。
※
※

○ｳｪﾌﾞｻｲﾄ

○ﾂｲｯﾀｰ･ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ･
　ﾕｰﾁｭｰﾌﾞ等SNS

○その他　　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３３　　ウウェェブブササイイトト、、ＳＳＮＮＳＳ等等にによよるる広広報報啓啓発発状状況況
市区町村において、本運動に関するウェブサイト・ＳＮＳ等による広報啓発の実施状況を

下表の該当する欄に○印及び種類を記載してください。

：□実施している（種類：　　　　　）　□実施していない　　　　

：□実施している　　　　　　　　　　　□実施していない

その他の独自の広報媒体等で広報啓発を行った場合は、「その他」欄に記載してください。

民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１１　　交交通通指指導導員員及及びび民民間間ボボラランンテティィアアのの活活動動状状況況

２２　　交交通通安安全全ポポススタターー・・チチララシシのの作作成成状状況況
市区町村独自の交通安全ポスターやチラシの作成状況について記載してください。
下表の該当する欄に○印及び枚数を記載してください。
ポスター・チラシ以外に独自で作成しているものがあれば「その他」欄に物品名･数を記載してください。

□作成している（　　　　　　　　枚） □作成していない

□作成している（　　　　　　　　枚） □作成していない

「運動期間中における活動内容及び従事人員」欄：区分に応じて従事した人数を記載してください。

様式４　　　

運動期間中における活動内容及び従事人員（延べ・人）

区分 現　員（人）

交
通
指
導
員

　　交交通通指指導導員員等等のの活活動動状状況況
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※「具体的な活動内容等」欄：様式２記載のうち、どの活動を検証したのか分かるように記載してください。

※「検証方法及び検証結果等」欄：検証の方法及び検証の結果を記載してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　イベントや行事の場合は、実施前後に参加者に対するアンケート等を行うとともに、

　　　　　　　　　　　　　　　　そのアンケート結果等の数値を記載するなど、客観的な検証内容を記載してください。

※「今後の施策に反映すべき点など」欄：検証の結果を受けて今後の施策に反映すべき点を記載してください。

様式５　　　

　　効効果果のの評評価価とと施施策策へへのの反反映映

市町村名

    ○○本本様様式式はは具具体体的的なな施施策策やや活活動動ににつつきき、、効効果果のの検検証証とと反反映映（（PPDDCCAAササイイククルル））をを推推進進すするるたためめのの様様式式でですす。。
    　　可可能能なな範範囲囲でで客客観観的的なな検検証証ををおお願願いいししまますす。。
   　例）：街頭指導・活動の前後の交通事故件数や交通違反率
　　　　シートベルト・チャイルドシートや自転車ヘルメットの着用率
　　　　交通安全教育の前後の参加者の意識の変化（アンケート結果）
　　　　街頭活動等に対する地域住民の意見・要望及びそれに対する措置など

※「死亡事故に対する対策等」欄：死亡事故が発生した場合の具体的な再発防止対策（各種交通安全施設の設置等）を記載してください。

検証方法及び検証結果等 今後の施策に反映すべき点など

死亡事故に対する再発防止対策等

※運動期間中に死亡事故がありました
　市町村は、ご記入ください。

具体的な活動内容等

運運動動期期間間中中のの死死亡亡事事故故にに対対すするる再再発発防防止止対対策策等等
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様式６

１　実施日時、場所

２　調査従事者

人 人 人 人

３　調査結果

台 人 ％ 人 ％

台 人 ％ 人 ％

人 人 ％ 人 ％

　※調査した車に幼児が乗車していた場合

人 人 人 人 人 人

４　報告先 防災安全局県民安全課　交通安全グループ
ＦＡＸ　０５２－９５４－６９１０（送信票は不要です。）
メール　kenmin-anzen＠pref.aichi.lg.jp

　（備考）着用率、非着用率は小数点第1位までを記載してください。

調査人数

記入者

大人用
ベルト着用

保護者等の
だっこ

車両シートに
着座

チャイルドシート着用 チャイルド
シートに着座

チャイルドシート非着用

助 手 席

従　事　者

計
内　訳

警察官

後部座席

市区町村職員

着用者数

その他

路　線　名

非着用率

運 転 席

月　　日（　）

時　　 分まで

時　　 分から

着用率 非着用者数調査数

シシーートトベベルルトト・・チチャャイイルルドドシシーートト着着用用率率実実態態調調査査

実施日 実 施 地 点（　　　  町 　　　地区）

市区町村名

愛知県交通安全条例

道路交通は、私たちの日常生活や経済活動の基盤であり、私たちは、道路交通の発達により利
便性等の多くの恩恵を受けている。

しかし、その一方で、本県では、交通事故が多発し、毎年多くの人命が失われている。一瞬に
して人命を奪い、人々の平和な暮らしを脅かす交通事故をなくすることは、県民の切なる願いで
ある。

交通事故の防止については、これまでも様々な取組が行われてきており、それらの取組により、
交通事故の発生件数は減少してきているが、なお依然として多数の交通事故が発生する状況が続
いている。

交通事故をなくするためには、私たち一人一人が、交通事故の被害者の存在に思いをいたし、
人命の尊重を最優先にして、交通の安全の確保に向けた取組を一層進めることが必要である。

私たちは、このような認識を共有し、一体となって、交通事故のない社会の実現を目指した取
組を推進するため、ここにこの条例を制定する。

（目的）
第一条 この条例は、道路交通の安全（以下「交通の安全」という。）に関し、基本理念を定め、

並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、交通の安全に関する施策の基本と
なる事項を定めることにより、県、市町村、県民、事業者等が一体となって行う交通事故のな
い社会の実現を目指した取組を推進し、もって県民が安全に安心して暮らすことができる社会
の実現に寄与することを目的とする。

（基本理念）
第二条 交通の安全は、人命尊重の理念に基づき、交通事故のない社会の実現を目指すことによ

り確保されなければならない。
２ 交通の安全は、県民及び事業者（以下「県民等」という。）の交通事故のない社会の実現を目

指した自主的な取組が促進されることにより確保されなければならない。
３ 交通の安全は、県、市町村及び関係行政機関並びに県民等及び県民等の組織する交通の安全

に関する活動を行う団体（以下「交通安全関係団体」という。）が相互に連携を図りながら協力
して一体となって取り組むことにより確保されなければならない。

（県の責務）
第三条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、交通の安全に関

する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（市町村に対する協力等）
第四条 県は、市町村が実施する交通の安全に関する施策に協力するものとする。
２ 県は、交通安全関係団体が行う交通の安全に関する活動を促進するため、助言その他の支援

を行うよう努めるものとする。

（県民の責務）
第五条 県民は、基本理念にのっとり、日常生活における交通の安全の確保に自ら努めるととも

に、県が実施する交通の安全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

（事業者の責務）
第六条 事業者は、基本理念にのっとり、従業員に対する交通の安全に関する教育の実施その他

の交通の安全の確保のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、県が実施する交通の安
全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

（県民の高齢者等の安全な通行への配慮）
第七条 県民は、高齢者、障害者並びに児童、生徒及び幼児（以下「高齢者等」という。）の交通

の安全を確保するため、高齢者等が安全に道路を通行することができるように配慮するよう努
めなければならない。
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